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令和７年度最低賃金に関する基礎調査結果 

 

１ 調査の概要 

   全国の小規模事業所の中からランダムで約 97,000 事業所を選定し、福島

県分について集計した。 

 

〇対象事業所（産業分類より選定） 

・製造業（E）及び情報通信業のうち新聞業、出版業（G） 

常用労働者 100 人未満を雇用している事業所 

・卸売業、小売業（I）、学術研究、専門・技術サービス業（L）、宿泊業、飲

食サービス業（M）、生活関連サービス業、娯楽業（N）、医療、福祉（P）、サ

ービス業（他に分類されないもの）（R） 

常用労働者数 30人未満を雇用している事業所 

 

上記以外の産業であっても特定最低賃金が設定されている産業について

も調査の対象とした。 

 

２ 調査の項目 

   令和７年６月１日現在における実態を調査した。 

  （１）事業所に関する事項 

    ・労働者数（臨時労働者、アルバイト等のパートタイム労働者の数を

含む。）ただし、事業主や法人の代表者等、業務執行権を有する者や家

族従業員は除く。 

  （２）労働者に関する事項 

    ・令和７年６月１日に在籍している労働者（臨時労働者、アルバイト

等のパートタイム労働者を含む。） 

    ・性別、就業形態、年齢、勤続年数、職種又は仕事の内容、基本給の

賃金形態及び６月の給与単価、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、そ

の他手当、月間所定労働日数、１日の所定労働時間。 

 
３ 調査方法 

  （１）調査期間 

      令和７年５月９日～６月１０日 

  （２）調査方法 

      通信調査 

  （３）回収結果（福島県分） 

      対象件数 ２，１１５件 

      回収数    ９７４件 

      回収率   ４６．０％ 
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福島労働局賃金室

令和７年７月２３日作成

人 人 人 県 中 いわき

１～９ 10～29 30～99 県 南 相・双

1.7 2.6 0.8 2.3 2.0 1.6 2.3 1.3

食料品・飲料･たばこ･飼料製造業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

繊 維 工 業 0.7 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0

木材・木製品・家具･装備品・なめし
革･同製品･毛皮製造業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

パルプ･紙･紙加工品製造業・印刷･同関
連産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

化学工業・石油製品･プラスチック製品・ゴム製品・
窯業・土石製品・製造業・鉄鋼業・金属製品製造業 1.3 0.0 0.6 1.9 1.4 0.0 29.4 0.7

はん用・生産用・業務用機械器具製造
業 1.6 5.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9

そ の 他 の 製 造 業 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0

新 聞 業 ・ 出 版 業 3.9 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

卸 売 業 1.1 2.0 0.0 3.2 0.0 0.0 3.1

小 売 業 1.5 3.0 0.3 1.1 3.0 0.7 0.0

宿 泊 業 4.7 7.2 2.6 0.0 16.4 0.0 0.0

飲 食 店 ･ 飲 食 サ ー ビ ス 業 0.7 0.0 1.6 0.0 0.0 5.0 0.0

医 療 業 1.1 0.5 2.2 3.1 0.8 0.0 0.0

保健衛生、社会保険・社会福祉・介護
事業 0.5 1.3 0.2 0.0 0.3 0.0 1.5

学術研究、専門・技術サービス業 0.6 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0

洗 濯 業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

理 容 ・ 美 容 業 4.1 4.2 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0

自 動 車 整 備 業 12.8 16.9 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上 記 以 外 の サ ー ビ ス 業 5.0 9.1 0.9 8.8 2.6 4.7 4.9

(注)１．未満率とは、現在設定されている最低賃金額を下回る労働者の割合である。

　　２．本表は、令和７年６月分賃金について実施した最低賃金に関する基礎調査結果に基づき計算・作成したものである。

地 域 最 低 賃 金 対 象 産 業 ９５５

令和７年度　最 低 賃 金 に 係 る 未 満 率 一 覧

最 低 賃 金 額 規　　模　　別 地　　域　　別

時間額（円） 計 県 北 会 津産 業 別

規模･地域別

産 業 別

規模･地域別
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総労働者数 262,862

最低賃金額（円） 影響率（％） 推定影響労働者数（人）

955 1.72 4,515

956 9.19 24,156

957 9.52 25,021

958 9.60 25,229

959 9.94 26,128

960 9.94 26,135

961 13.22 34,762

962 13.28 34,912

963 13.33 35,039

964 13.51 35,517

965 13.58 35,685

966 14.46 38,010

967 14.47 38,025

968 14.48 38,058

969 14.53 38,203

970 14.55 38,257

971 15.77 41,445

972 15.84 41,650

973 15.89 41,775

974 16.02 42,104

975 16.06 42,216

976 16.63 43,717

977 16.68 43,840

978 16.94 44,538

979 17.03 44,756

980 17.08 44,889

981 17.99 47,286

982 18.11 47,596

983 18.28 48,047

984 18.42 48,410

985 18.42 48,429

986 18.73 49,226

987 18.78 49,357

988 19.23 50,537

989 19.26 50,618

990 19.30 50,725

991 19.84 52,155

992 20.14 52,950

993 20.27 53,290

福島県最低賃金に対する基礎調査結果からみた影響率の試算
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994 20.32 53,415

995 20.41 53,637

996 20.46 53,788

997 20.47 53,816

998 20.48 53,845

999 20.56 54,053

1000 20.60 54,138

1001 26.13 68,682

1002 26.13 68,686

1003 26.19 68,831

1004 26.65 70,062

1005 26.74 70,301

1006 27.28 71,701

1007 27.43 72,105

1008 27.45 72,144

1009 27.53 72,376

1010 27.72 72,868

1011 28.42 74,716

1012 28.50 74,924

1013 28.52 74,964

1014 28.54 75,008

1015 28.54 75,030

1016 28.67 75,358

1017 28.78 75,654

1018 28.83 75,772

1019 28.88 75,912

1020 28.90 75,958

1021 29.42 77,343

1022 29.48 77,502

1023 29.64 77,924

1024 29.71 78,104

1025 29.72 78,130

1026 29.87 78,522

1027 30.01 78,885

1028 30.07 79,047

1029 30.17 79,298

1030 30.31 79,672

1031 30.79 80,933

1032 30.82 81,009

1033 30.89 81,210

1034 30.93 81,314

1035 31.05 81,624

1036 31.25 82,141
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1037 31.28 82,221

1038 31.33 82,367

1039 31.57 82,982

1040 31.62 83,123

1041 32.07 84,290

1042 32.25 84,777

1043 32.36 85,064

1044 32.46 85,330

1045 32.47 85,358

1046 32.63 85,778

1047 32.70 85,953

1048 32.72 85,999

1049 32.83 86,301

1050 32.86 86,368

1051 34.38 90,359

1052 34.50 90,677

1053 34.52 90,733

1054 34.66 91,102

1055 34.73 91,280

1056 34.92 91,791

1057 35.01 92,024

1058 35.05 92,141

1059 35.13 92,351

1060 35.25 92,652

1061 35.64 93,686

1062 35.76 93,996

1063 35.84 94,210

1064 35.91 94,395

1065 35.94 94,484

1066 36.09 94,870

1067 36.15 95,032

1068 36.22 95,209

1069 36.31 95,455

1070 36.39 95,656

1071 36.74 96,577

1072 36.96 97,151

1073 37.08 97,481

1074 37.17 97,705

1075 37.20 97,795

1076 37.49 98,553

1077 37.51 98,610

1078 37.59 98,823

1079 37.69 99,062
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1080 37.73 99,170

1081 37.99 99,863

1082 38.05 100,018

1083 38.24 100,515

1084 38.34 100,786

1085 38.36 100,835

1086 38.50 101,190

1087 38.66 101,626

1088 38.67 101,661

1089 38.84 102,105

1090 38.89 102,216

1091 39.11 102,809

1092 39.17 102,951

1093 39.23 103,124

1094 39.33 103,371

1095 39.36 103,454

1096 39.38 103,518

1097 39.51 103,869

1098 39.53 103,919

1099 39.62 104,159

1100 39.73 104,448

～2000 100.00 262,862
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２０２５年７月１０日 

日 本 銀 行 

 

 

 

地 域 経 済 報 告 

── さくらレポート ── 

（２０２５年７月） 

 

 

 

 

本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報   

をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約した    

ものである。 

 

 

 

公表時間 
７月10日(木) 14時 00分 
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東北地域の金融経済概況 

【全体感】 

東北地域の景気は、持ち直している。 

最終需要の動向をみると、公共投資は、持ち直している。設備投資は、増加し

ている。個人消費は、緩やかに回復している。住宅投資は、弱い動きとなってい

る。この間、生産は、持ち直している。雇用・所得環境は、改善している。消費者

物価（除く生鮮食品）は、前年を上回っている。こうした中、企業の業況感は、改

善している。 

【各 論】 

１．需要項目別動向 

公共投資は、持ち直している。 

設備投資は、増加している。 

６月短観（東北地区）における 2025 年度の設備投資をみると、能力増強投資や

新製品開発投資、省力化投資、新規出店などがみられることから、増加している。 

個人消費は、緩やかに回復している。 

主要小売業販売額をみると、ドラッグストアは、増加している。コンビニエン

スストアは、緩やかに持ち直している。スーパーは、横ばい圏内の動きとなって

いる。百貨店は、弱めの動きとなっている。ホームセンターは、減少している。ま

た、家電大型専門店は、下げ止まっている。乗用車の新車登録台数は、持ち直し

ている。 

この間、サービス消費は、緩やかに増加している。 

住宅投資は、弱い動きとなっている。 

住宅着工戸数をみると、持家、貸家、分譲のいずれも弱い動きとなっている。 

２．生産 

生産（鉱工業生産）は、持ち直している。 

主要業種別にみると、輸送機械は、回復している。生産用機械等は、緩やかに

回復している。電子部品・デバイスは、持ち直している。食料品は、横ばい圏内の

動きとなっている。 

３．雇用・所得動向 

雇用・所得環境は、改善している。 
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労働需給は、引き締まった状態にある。この間、雇用者所得は、業種ごとのば

らつきを伴いながらも増加している。 

４．物価 

消費者物価（除く生鮮食品）は、前年を上回っている。 

５．企業倒産 

企業倒産は、概ね前年並みとなっている。 

６．金融情勢 

預金動向をみると、個人、法人ともに概ね前年並みとなっていることから、全

体では概ね前年並みで推移している。 

貸出動向をみると、個人向け、法人向けの増加を背景に全体でも前年を上回っ

ている。この間、貸出金利は、上昇している。 
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東北地域の金融経済概況（続） 

【企業等の主な声】 
―（）内は報告のあった支店等名、[]内はヒアリング先企業等の業種名、＜＞内は同趣旨の報告のあった支店等名。  

項目名 企業等から聞かれた主な声 

公共 

投資 

・災害復旧工事や農地整備工事などの発注件数が増えていることに加え、人件費や

資材費の高騰を反映した発注単価の上昇もあり、公共工事受注高が増加（秋田）。 

・人手不足のもとでも災害復旧工事に対応するため、地域外の建設業者と連携のう

え共同受注体制を構築して関連工事を受注する動きが広がっている（仙台）。 

設備 

投資 

・半導体製造装置の中長期的な需要拡大を見越し、関連製品の増産に向けて工場の

増設を計画している（仙台[生産用機械]）。 

・将来的な先端半導体の需要増加を見据え、社内にデジタル分野の専門部署を立ち

上げ、デジタル技術を活用した生産ラインの完全自動化や高効率化を進めている

（福島[化学]）。 

・好調な業績を背景に、建設コストや資金調達コストが上昇する中でも、取引先か

らの要請を踏まえた脱炭素化投資を予定通り行う（秋田[鉄鋼]）。 

・建築費の上昇を受け、当面ホテルの新設は行わず、維持更新や光熱費削減を目的

としたボイラー交換など最低限の設備投資にとどめる方針（秋田[宿泊]）。 

・通商政策の影響による米国向け輸出の減少と収益の下押しが懸念されることか

ら、国内での能力増強投資の一部先送りを検討している（青森[食料品]）。 

個人 

消費等 

・国内観光客に加え、台湾との定期便再開やクルーズ船の寄港増加を背景にインバ

ウンド客が増加しているため、入込客数は増加傾向（青森[観光施設]）。 

・高価格帯の宿泊施設では、首都圏の高所得者やインバウンド客の利用が増加傾向

（秋田[宿泊]）。 

・物価高の影響で地元客の売上が伸び悩んでいるものの、観光客の売上は引き続き

好調で、全体としては堅調さを維持（仙台[飲食]）。 

・全国の名産品や話題性の高い商品に対する消費スタンスは世代を問わず積極的

で、関連催事の好調さが施設全体の売上を押し上げている（福島[商業施設]）。 

・長引く物価高のもとで消費者の節約志向の強い状態が続いており、買い上げ点数

が減少している。もっとも、値上げに伴う一品単価の上昇から、売上は前年比＋

２％前後で推移している（福島[スーパー]）。 

・キャラクターグッズの売上が好調な一方、普段使いのレストランや衣料品の売上

が弱含むなど、メリハリ消費の傾向がみられる（仙台[商業施設]）。 

・毎年恒例の物産展の売上は堅調である一方、衣料品や食料品の販売点数は、消費

者の節約志向からはっきりと減少している（青森[小売]）。 

・人件費や原材料費などのコスト増加分の６割程度をゴルフ場利用料に転嫁して

いるが、来客数は県外観光客を中心に堅調（青森[対個人サービス]）。 

・各種コストの上昇に合わせ宿泊価格を引き上げているものの、宿泊単価が大幅に

上昇している大都市圏よりも割安感があることから、宿泊客数は増加している

（福島[宿泊]）。 

・高騰が続く米などの仕入コストを転嫁するため、さらなる値上げを予定。その際

は、顧客離れを防ぐために、既存商品の値上げを段階的に行うほか、新たに低価

格商品の開発も強化する（秋田[飲食]）。 
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 14 

住宅 

投資 

・住宅販売価格の上昇を背景に、需要は低調な状態が続いており、注文・分譲住宅

ともに着工戸数が低迷している（福島）。 

・新築住宅価格の高騰を背景に、相対的に割安な中古住宅の人気が高まっている

（青森）。 

生産 

・主力の国内向け製品が引き続き高水準の受注残を抱えていることから、生産ライ

ンも高い稼働率を維持している（仙台[輸送用機械]）。 

・国内外の富裕層の需要は引き続き旺盛であり、ハイブランド向け製品の生産は高

水準を維持している（仙台[繊維]）。 

・今後の通商政策の動向が不透明なことを踏まえ、スマホ関連部品を前倒しで調達

する動きがみられているため、当社も増産対応している。もっとも、先行き在庫

が過剰となり、減産を強いられる可能性を懸念している（仙台[電気機械]）。 

・中国向け需要の弱さ等を背景に、足もと生産水準を幾分切り下げている。もっと

も、生成ＡＩ関連需要に支えられ、2025年度下期入り後には生産水準が切り上が

る見通し（仙台[生産用機械]）。 

・世界的にＥＶ販売の減速が続いていることから、在庫調整のため車載向け半導体

部品の生産ペースを一段と落としている（秋田[電気機械]）。 

・米国の通商政策の帰趨が不透明なため、在庫リスク低減に向けて生産を抑制して

いる（福島[輸送用機械]）。 

・収益を確保する観点から、米国向け製品の関税引き上げに伴うコスト上昇分は原

則全て販売価格に転嫁する方針。もっとも、米国における一部の取引先は難色を

示しており、価格交渉が難航している（仙台[生産用機械]）。 

・米国向け製品では、関税引き上げ分を現地販売価格に転嫁しているが、受注動向

に特段の変化はみられていない。原材料価格の高騰により収益が悪化しているた

め、仮に受注が減少しても、販売価格を引き下げる予定はない（青森[食料品]）。 

雇用 

・ 

所得 

・フルタイム契約社員の応募者が少なく、人手不足感が強まっているため、勤務時

間を細分化した短時間の単発アルバイトで補完している（秋田[小売]）。 

・高水準の賃上げによって人材の定着率が向上し、全体的な人手不足感はない。

もっとも、人材獲得競争が激しい薬剤師などの有資格者は、引き続き採用に苦戦

している（青森[小売]）。 

・足もとの業績が堅調であることに加え、先行きの工場増設に向けて優秀な人材を

確保する必要があるため、2025年度は定期昇給とベアの合計で平均８％の賃上げ

を実施（仙台[生産用機械]）。 

・人材の確保・係留を目的に、物価上昇率を勘案しつつ、ベアを含めた賃上げを行っ

た。なお、県内に専門職の教育機関が限られる中で、恒常的に不足感が強い有資

格者の賃上げ幅を厚めとした（秋田[小売]）。 

・従業員のモチベーション維持を通じて人材の係留を図るため、2025年も前年並み

となる３％のベアを実施する（福島[はん用機械]）。 

・客室の高付加価値化によって値上げ後も売上・収益が好調であり、これを反映す

る形で賞与の増額支給を実施（仙台[宿泊]）。 

・業績不振のためベアは実施できないものの、最近の物価高のもとでも社員の生活

水準の維持・向上を図るため、賞与支給率を引き上げた（福島[電気機械]）。 

・仕入価格の上昇に販売価格の引き上げが追い付かず、収益が圧迫されているた

め、2025年度の賃上げは３％程度と、2024年度を幾分下回る見通し（青森[卸売]）。 
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（参考１）

公共投資 設備投資 個人消費 住宅投資 生 産 雇 用 所 得

→ → → ↘ → → →

↗ → → → → → →

↗ ↘ → ↗ ↘ → ↗

→ → → → → → →

→ → → → → → →

↗ → → → → → →

→ → → → → → →

→ ↗ ↗ → → → →

→ → → → → → →

(注)1.

    2. 輸出については判断対象としていない地域があるため、上表には含めていない。

「↗」、「↘」は、前回判断と比較して需要項目等の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す（例
えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「↗」）。
なお、前回判断と比較して需要項目等の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「→」となる。

「各地域の需要項目等別の判断」にかかる前回との比較  

北海道

東北

北陸

関東
甲信越

東海

近畿

中国

四国

九州・
沖縄
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（参考２）

（１）業況判断ＤＩ（全産業）
(「良い」－「悪い」・％ポイント）

北海道 東北 北陸
関東

甲信越
東海 近畿 中国 四国

九州・
沖縄

全国

2024/ 9 18 3 7 16 11 9 16 12 20 14

12 19 5 10 17 13 11 19 15 18 15

2025/ 3 20 5 10 18 13 11 18 15 20 15

6 18 6 5 18 12 12 14 13 21 15

9(予) 13 2 3 11 6 5 10 9 18 9

（２）業況判断ＤＩ（製造業）
(「良い」－「悪い」・％ポイント）

北海道 東北 北陸
関東

甲信越
東海 近畿 中国 四国

九州・
沖縄

全国

2024/ 9 2 ▲ 5 ▲ 2 8 2 1 10 8 9 5

12 6 ▲ 3 2 9 6 5 12 12 8 8

2025/ 3 8 ▲ 3 3 10 7 3 9 16 10 7

6 5 ▲ 1 ▲ 2 8 4 6 7 15 11 7

9(予) 12 ▲ 1 ▲ 3 5 0 ▲ 1 5 11 9 4

（３）業況判断ＤＩ（非製造業）
(「良い」－「悪い」・％ポイント）

北海道 東北 北陸
関東

甲信越
東海 近畿 中国 四国

九州・
沖縄

全国

2024/ 9 23 8 15 21 21 19 21 15 25 20

12 24 11 15 22 19 18 24 16 23 20

2025/ 3 24 10 15 24 19 18 25 14 26 21

6 21 10 12 24 20 19 21 12 26 21

9(予) 13 4 7 17 12 11 15 8 24 15

(注)1.

2. 「(予)」は、直近の調査時における3か月後の予測。

3. 地域区分と都道府県の関係は以下の通り。
北　海　道：北海道
東　　　北：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
北　　　陸：富山県、石川県、福井県
関東甲信越：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東　　　海：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近　　　畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中　　　国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四　　　国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

（出所）日本銀行

地域別業況判断ＤＩ

短観の標本設計（調査対象企業の抽出方法）では、業種・企業規模ごとの売上高の標準誤差率
や、売上高および資本金でみた調査母集団企業と調査対象企業の分布が有意に乖離しないこと
等を基準として、全国ベースでの調査対象企業の抽出を行っているため、地域ごとにみると、
必ずしも各地域の産業構造を正確に反映していない。このため、例えばこの統計を、全国短観
の業況判断DIや、他の地域について算出された業況判断DIと水準比較することは適当ではな
い。しかし、短観の調査対象企業には、継続標本が多く含まれており、かつ回答率が極めて高
いことから、この統計を各地域の企業の業況感の時系列的な変化を把握するために活用するこ
とは可能である。
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